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(57)【要約】
【課題】皮膚や眼粘膜に対して刺激がなく、メイクなどの油脂汚れを除去することができ
るとともに、べたつき感や過度の脱脂による肌荒れを抑え、持続的なしっとり感を付与す
る水性クレンジング化粧料の提供。
【解決手段】（Ａ）水７０～９７重量％、（Ｂ）ポリオキシエチレン（カプリル／カプリ
ン酸）グリセリル、（Ｃ）ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリルおよび（Ｄ）多価
アルコールを含有してなる水性クレンジング化粧料とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）水７０～９７重量％、（Ｂ）ポリオキシエチレン（カプリル／カプリン酸）グリ
セリル、（Ｃ）ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリルおよび（Ｄ）多価アルコール
を含有してなる水性クレンジング化粧料。
【請求項２】
　（Ｂ）成分と（Ｃ）成分の重量含有比が、Ｂ：Ｃ＝４：１～１：４であることを特徴と
する請求項１に記載の水性クレンジング化粧料。
【請求項３】
　実質的にエタノールを含有しないことを特徴とする請求項１又は２に記載の水性クレン
ジング化粧料。
【請求項４】
　洗い流さないことを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の水性クレンジング化粧料
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水性クレンジング化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、クレンジング化粧料には、油脂汚れ除去成分として油剤を用いた油性クレン
ジング化粧料がある（例えば、特許文献１を参照）。しかしながら、これら油剤を用いた
場合、メイクなどの油脂汚れに対する除去効果に優れる反面、拭き取り後又は洗い流した
後でも油剤が残存してべたつき感が生じ、再度洗顔剤で洗浄しなければならないといった
問題がある。加えて、過度の脱脂により肌荒れが生じるといった問題も有している。
【０００３】
　そこで近年では、使用感に優れ、拭き取り又は洗い流しが容易にできる油脂汚れ除去成
分として非イオン界面活性剤を用いた水性クレンジング化粧料が用いられている。例えば
、親水性ノニオン界面活性剤と水を含有し、油性物質を含有しない低刺激性クレンジング
組成物（例えば、特許文献２を参照）、ノニオン性界面活性剤とアクリル酸メタクリル酸
アルキル共重合体を含有し、油性成分の含有量が２重量％以下であるクレンジング化粧料
（例えば、特許文献３を参照）、ＨＬＢが１２未満と１２以上の２種類のノニオン性界面
活性剤とアクリル酸メタクリル酸アルキル共重合体と多価アルコールとを含有するクレン
ジング化粧料（例えば、特許文献４を参照）などが提案されている。
【０００４】
　しかしながら、これら試みに拠って拭き取り又は洗い流しが容易にできるものの、油剤
と比較して、メイクなどの油脂汚れに対する除去効果に劣るといった問題がある。また、
メイクなどの油脂汚れ除去に十分な効果を発揮する量の非イオン界面活性剤を用いると、
皮膚や眼粘膜に対して好ましくない刺激が生じるといった問題がある。加えて、過度の脱
脂により肌荒れが生じ、好ましいしっとり感が得られ難いといった問題もある。
【０００５】
【特許文献１】特開平４－３０８５１８号公報
【特許文献２】特開平８－３０１７２５号公報
【特許文献３】特開平９－８７１３９号公報
【特許文献４】特開２００２－２８４６７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記従来技術に鑑みてなされたものであり、皮膚や眼粘膜に対して刺激がな
く、メイクなどの油脂汚れを除去することができるとともに、べたつき感や過度の脱脂に
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よる肌荒れを抑え、持続的なしっとり感を付与する水性クレンジング化粧料を提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　即ち、本発明は、
〔１〕（Ａ）水７０～９７重量％、（Ｂ）ポリオキシエチレン（カプリル／カプリン酸）
グリセリル、（Ｃ）ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリルおよび（Ｄ）多価アルコ
ールを含有してなる水性クレンジング化粧料、
〔２〕（Ｂ）成分と（Ｃ）成分の重量含有比が、Ｂ：Ｃ＝４：１～１：４であることを特
徴とする前記〔１〕に記載の水性クレンジング化粧料、
〔３〕実質的にエタノールを含有しないことを特徴とする前記〔１〕又は〔３〕に記載の
水性クレンジング化粧料、並びに
〔４〕洗い流さないことを特徴とする前記〔１〕～〔３〕の何れかに記載の水性クレンジ
ング化粧料
に関する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の水性クレンジング化粧料は、格段に優れた油脂汚れ除去効果を発揮するにもか
かわらず、非イオン性界面活性剤特有の皮膚や眼粘膜に対する刺激を抑制することができ
るという効果を奏する。また、べたつき感や過度の脱脂による肌荒れを抑え、持続的なし
っとり感を付与するといった効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の水性クレンジング化粧料は、（Ａ）水７０～９７重量％、（Ｂ）ポリオキシエ
チレン（カプリル／カプリン酸）グリセリル、（Ｃ）ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グ
リセリルおよび（Ｄ）多価アルコールを含有する。
【００１０】
　（Ａ）成分の水は、化粧料原料として使用できるものであれば特に限定はされないが、
通常、精製水が用いられる。本発明における（Ａ）成分の含有量は、水性とする観点から
、化粧料中、７０～９７重量％とされ、好ましくは７５～９７重量％とするのがよい。そ
の理由は、７０重量％未満の場合、べたつき感が生じて使用感に劣り、また、９７重量％
を超えて配合すると、十分なクレンジング効果が得られないからである。
【００１１】
　（Ｂ）成分のポリオキシエチレン（カプリル／カプリン酸）グリセリルに重合される酸
化エチレンの付加モル数は、特に限定されないが、油脂汚れ除去の観点および水への溶解
性の観点から、２～５０が好ましく、より好ましくは、４～１０である。
【００１２】
　尚、（Ｂ）成分は、市販品をそのまま使用することができる。具体的には、例えば、Ｃ
ＥＴＩＯＬ　ＨＥ８１０（商品名，コグニス　ジャパン社製）、ソフチゲン７６７（商品
名，サソール社製）、Ｌ．Ａ．Ｓ（商品名，ガテフォッセ社製）などを例示することがで
きる。
【００１３】
　（Ｂ）成分の含有量は、所望の効果が付与されるのであれば特に限定されないが、通常
、優れたクレンジング効果を付与する観点から、化粧料中、０．１重量％以上が好ましく
、より好ましくは０．５重量％以上である。また、過度の脱脂を低減する観点から、８重
量％以下が好ましく、より好ましくは５重量％以下である。これらの観点から、（Ｂ）成
分の含有量は、０．１～８重量％が好ましく、より好ましくは０．５～５重量％である。
【００１４】
　（Ｃ）成分のポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリルに重合される酸化エチレンの
付加モル数は、特に限定されないが、油脂汚れ除去の観点および水への溶解性の観点から
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、５～８０が好ましく、より好ましくは、５～２０である。
【００１５】
　尚、（Ｃ）成分は、市販品をそのまま使用することができる。具体的には、例えば、Ｃ
ＥＴＩＯＬ　ＨＥ、ＭファインオイルＣＯＧ－７Ｍ（商品名，何れもコグニス　ジャパン
社製）、グリセロックスＨＥ（商品名，クローダジャパン社製）などを例示することがで
きる。
【００１６】
　（Ｃ）成分の含有量は、所望の効果が付与されるのであれば特に限定されないが、通常
、優れたクレンジング効果を付与する観点から、化粧料中、０．１重量％以上が好ましく
、より好ましくは０．５重量％以上である。また、皮膚刺激や眼刺激を低減する観点から
、８重量％以下が好ましく、より好ましくは５重量％以下である。これらの観点から、（
Ｃ）成分の含有量は、０．１～８重量％が好ましく、より好ましくは０．５～５重量％で
ある。
【００１７】
　また、化粧料中、（Ｂ）成分と（Ｃ）成分の含有比は、重量比として、Ｂ：Ｃ＝４：１
～１：４の範囲内で調製することが好ましく、より好ましくはＢ：Ｃ＝３：１～１：３で
ある。これにより、メイクなどの油脂汚れ除去に格段に優れた効果を発揮させることがで
きるとともに、皮膚や眼粘膜に対する刺激をも抑制させることも可能となる。
【００１８】
　（Ｄ）成分の多価アルコールとしては、グリコール類、グリセリン類などが挙げられる
。グリコール類の具体例としては、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール
、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピ
レングリコール、イソプレングリコール、１，３－ブチレングリコール、１，２－ブタン
ジオール、１，２－ペンタンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オクタンジ
オール、１，２－デカンジオールなどを例示することができる。また、グリセリン類とし
ては、例えば、グリセリン、濃グリセリン、ジグリセリン、ポリグリセリンなどを例示す
ることができる。これら成分は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を適宜組合せて用
いることもできる。
【００１９】
　（Ｄ）成分の含有量は、所望の効果が付与されるのであれば特に限定されないが、通常
、しっとり感を付与する観点から、化粧料中、１重量％以上が好ましく、より好ましくは
２重量％以上である。また、べたつき感を低減する観点から、１５重量％以下が好ましく
、より好ましくは１２重量％以下である。これらの観点から、（Ｄ）成分の含有量は、１
～１５重量％が好ましく、より好ましくは２～１２重量％である。
【００２０】
　本発明の水性クレンジング化粧料には、べたつき感を抑え、使用感を向上させる観点か
ら、スチレン系ポリマーを含有させることができる。具体的なスチレン系ポリマーとして
は、例えば、酢酸ビニル・スチレン共重合体、ビニルピロリドン・スチレン共重合体、ア
クリル酸アルキル・スチレン共重合体、アクリル酸アルキル・アクリロニトリル・スチレ
ン共重合体、アクリル酸アミド・スチレン共重合体などを例示することができる。また、
これら共重合体を水性媒体に分散したエマルションを用いてもよい。これら成分は、１種
を単独で用いてもよく、２種以上を適宜組合せて用いることもできる。好適なスチレン系
ポリマーとしては、クレンジング時のべたつき感を低減させるとともに、クレンジング後
のしっとり感を持続させる観点から、ビニルピロリドン・スチレン共重合体、アクリル酸
アルキル・スチレン共重合体、アクリル酸アミド・スチレン共重合体を用いることが好ま
しい。
【００２１】
　尚、スチレン系ポリマーは、市販品をそのまま使用することができる。ビニルピロリド
ン・スチレン共重合体の市販品としては、例えば、アンタラ４３０（商品名，アイエスピ
ー社製）などを例示することができる。また、アクリル酸アルキル・スチレン共重合体の
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市販品としては、例えば、アキュゾールＯＰ３０１（商品名，ローム・アンド・ハース社
製）などを例示することができる。また、アクリル酸アミド・スチレン共重合体の市販品
としては、例えば、アキュゾールＯＰ３０３Ｐ（商品名，ローム・アンド・ハース社製）
、ヨドゾールＧＨ５２（商品名，日本エヌエスシー社製）などを例示することができる。
【００２２】
　スチレン系ポリマーの含有量は、べたつき感を抑え、使用感を向上させる観点から、化
粧料中、０．０１～３重量％が好ましく、より好ましくは０．０５～２重量％である。
【００２３】
　また、本発明の水性クレンジング化粧料には、実質的にエタノールを含有させないこと
が好ましい。これにより、施術後にぬるま湯による洗い流しや後洗顔を行わずとも、皮膚
への刺激を低減させることが可能となる。尚、本発明における「実質的にエタノールを含
有させない」とは、「別途、エタノールを含有させることはしない」という意味であり、
各配合成分中に含まれる微量のエタノールまでを除外するものではない。
【００２４】
　本発明の水性クレンジング化粧料には、本発明の効果を損なわない範囲内であれば、上
記した成分の他に通常化粧料に用いられる成分、例えば、紫外線吸収剤、粉体、酸化防止
剤、防腐剤、香料、着色剤、キレート剤、清涼剤、増粘剤、植物抽出液、ビタミン類、中
和剤、アミノ酸などの添加剤などを適宜、その用途、目的に応じて配合することができる
。
【００２５】
　尚、本発明の水性クレンジング化粧料は、顔面の皮脂やメイクなどによる油脂の除去に
優れている観点から、フェイスマッサージ剤、メイクアップ除去剤として好適に用いられ
る。また、その使用方法としては、使用後の皮膚のつっぱり感を抑制する観点、並びに、
過度の脱脂によって乾燥肌となることを抑制する観点から、施術後にぬるま湯による洗い
流しや後洗顔を行わないことが好ましい。より好ましい使用方法としては、コットンや不
織布などに水性クレンジング化粧料を含浸させて適用部位に施術する方法、若しくは、水
性クレンジング化粧料を適用部位に施術後、コットンや不織布などで拭き取る方法などを
例示することができる。
【実施例】
【００２６】
　以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例にのみ
限定されるものではない。尚、配合量は、特記しない限り「重量％」を表す。また、表中
、ポリオキシエチレンの付加モル数は括弧内に表記する。
【００２７】
（試料の調製１）
　表１および表２に記した組成に従い、実施例１～５および比較例１～５の各水性クレン
ジング化粧料を常法に準じてそれぞれ調製し、下記評価に供した。結果をそれぞれ表１お
よび表２に併記する。
　尚、評価はすべて、２３℃、湿度６０％の恒温恒湿の一定条件下で実施した。
【００２８】
（試験例１：メイク汚れ（ファンデーション）除去の評価）
　黒色のウレタン布（商品名：サプラーレ、出光石油化学社製）２ｃｍ×１０ｃｍに、フ
ァンデーション（商品名：ディアファーヌプリュスクレームタンドゥスール＜ナチュラル
＞、ピアセラボ社製）０．３ｇを全面に均一に塗り延ばし１昼夜乾燥した。次いで、各実
施例および各比較例で得られた水性クレンジング化粧料３ｍＬをコットンに含浸させ、摩
擦感テスター（ＫＥＳ－ＳＥ、カトーテック社製）を用いて、上記試料含有コットンに２
５ｇｆの荷重をかけてウレタン布上を１０ｃｍ引っ張った。
【００２９】
　尚、評価は、ウレタン布におけるファンデーションの除去された面積値を画像解析によ
り求め、下記式により除去率を算出して下記評価基準に従って評価した。
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除去率（％）＝（ファンデーションが除去された面積値／ウレタン布の面積値）×１００
【００３０】
＜メイク汚れ（ファンデーション）除去の評価基準＞
◎：除去率が、８０％以上
○：除去率が、５０％以上８０％未満
△：除去率が、２０％以上５０％未満
×：除去率が、２０％未満
【００３１】
（試験例２：メイク汚れ（マスカラ）除去の評価）
　ウォータープルーフマスカラ（商品名：ブラックアイコンセパレートカールマスカラ＜
ブラック＞、ビューコス社製）を常用する女性評価パネル２０名により、各実施例および
各比較例で得られた水性クレンジング化粧料を実際にマスカラを拭き取るように使用して
もらい、マスカラ除去効果について下記の評価基準に従って官能評価した。
【００３２】
＜メイク汚れ（マスカラ）除去の評価基準＞
◎：２０名中１６名以上が除去効果に優れると回答
○：２０名中１１～１５名が除去効果に優れると回答
△：２０名中６～１０名が除去効果に優れると回答
×：２０名中５名以下が除去効果に優れると回答
【００３３】
（試験例３：刺激の評価）
　化粧を施した女子評価パネル２０名により、各実施例および各比較例で得られた水性ク
レンジング化粧料をコットンに含浸させ、実際に化粧を拭き取るように使用してもらい、
クレンジング施術時の「皮膚刺激」、並びに、「眼粘膜刺激」について下記の評価基準に
従って官能評価した。尚、「皮膚刺激」とは、クレンジング直後から５分後までに感じる
一時的な「ピリピリ感」又は「ほてり感」のことを言う。また、「眼粘膜刺激」とは、目
元をクレンジング中に眼に沁みることで感じる「ピリピリ感」又は「チクチク感」のこと
を言う。
【００３４】
＜皮膚刺激の評価基準＞
◎：２０名中１６名以上が皮膚刺激はないと回答
○：２０名中１１～１５名が皮膚刺激はないと回答
△：２０名中６～１０名が皮膚刺激はないと回答
×：２０名中５名以下が皮膚刺激はないと回答
【００３５】
＜眼粘膜刺激の評価基準＞
◎：２０名中１６名以上が眼粘膜刺激はないと回答
○：２０名中１１～１５名が眼粘膜刺激はないと回答
△：２０名中６～１０名が眼粘膜刺激はないと回答
×：２０名中５名以下が眼粘膜刺激はないと回答
【００３６】
（試験例４：使用感の評価）
　前記同評価パネル２０名により、試験例２におけるクレンジング直後のべたつき感、お
よび１時間後の肌のしっとり感について、下記の評価基準に従って官能評価した。
【００３７】
＜べたつき感の評価基準＞
◎：２０名中１６名以上がべたつき感はないと回答
○：２０名中１１～１５名がべたつき感はないと回答
△：２０名中６～１０名がべたつき感はないと回答
×：２０名中５名以下がべたつき感はないと回答
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【００３８】
＜しっとり感の評価基準＞
◎：２０名中１６名以上がしっとり感があり、その効果が持続していると回答
○：２０名中１１～１５名がしっとり感があり、その効果が持続していると回答
△：２０名中６～１０名がしっとり感があり、その効果が持続しているいと回答
×：２０名中５名以下がしっとり感があり、その効果が持続していると回答
【００３９】
（試験例５：肌荒れ防止効果の評価）
　前記同評価パネル２０名により、各実施例および各比較例で得られた水性クレンジング
化粧料を１日１回使用させ、１０日間連続使用後の肌状態を下記の評価基準に従って官能
評価した。
【００４０】
＜肌荒れの評価基準＞
◎：２０名中１６名以上が肌荒れはないと回答
○：２０名中１１～１５名が肌荒れはないと回答
△：２０名中６～１０名が肌荒れはないと回答
×：２０名中５名以下が肌荒れはないと回答
【００４１】
【表１】

【００４２】
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【表２】

【００４３】
　表１および表２の結果から、各実施例の水性クレンジング化粧料は、各比較例のものと
対比して、メイク汚れの除去効果に格段優れた効果を有しているにもかかわらず、皮膚刺
激および眼粘膜刺激がないことが分かる。また、各実施例の水性クレンジング化粧料は、
べたつき感がなく、しっとりとした感触が持続し、連続使用における肌荒れもないことが
分かる。これに対し、実施例１から、単純に（Ｂ）成分を配合しない比較例１の水性クレ
ンジング化粧料、並びに、実施例５から、単純に（Ｂ）成分および（Ｃ）成分を配合しな
い比較例５の水性クレンジング化粧料は、メイク汚れ除去効果が全く得られないことが分
かる。また、実施例２から、単純に（Ｃ）成分を配合しない比較例２の水性クレンジング
化粧料、若しくは、実施例３および４から、（Ｂ）成分又は（Ｃ）成分を配合せずに、活
性剤の総量を同量にした比較例３および４の水性クレンジング化粧料は、特定のメイク汚
れ除去効果はあるものの、皮膚および眼粘膜に対して好ましくない刺激を発現したり、べ
たつき感が生じたり、連続使用による肌荒れを引き起こしたりしていることが分かる。
【００４４】
　以下、本発明に係る水性クレンジング化粧料の処方例を示す。尚、含有量は重量％であ
る。
【００４５】
（処方例１）
ポリオキシエチレン（カプリル／カプリン酸）グリセリル　　　　３．０
ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル　　　　　　　　　　２．０
Ｎ－［３－アルキル（１２，１４）オキシ－２－ヒドロキシプロピル］
－Ｌ－アルギニン塩酸塩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
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１，２－オクタンジオール　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
リン酸二水素ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０９
リン酸水素二ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
酢酸トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
ダイズエキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８９．２
　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００４６】
（処方例２）
ポリオキシエチレン（カプリル／カプリン酸）グリセリル　　　　４．０
ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル　　　　　　　　　　２．０
Ｎ－［３－アルキル（１２，１４）オキシ－２－ヒドロキシプロピル］
－Ｌ－アルギニン塩酸塩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２５
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０
１，２－オクタンジオール　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
ビニルピロリドン・スチレン共重合体エマルション　　　　　　　０．５
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
クエン酸三ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
酢酸トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５．５５
　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
【００４７】
（処方例３）
ポリオキシエチレン（カプリル／カプリン酸）グリセリル　　　　２．０
ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル　　　　　　　　　　２．０
Ｎ－［３－アルキル（１２，１４）オキシ－２－ヒドロキシプロピル］
－Ｌ－アルギニン塩酸塩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０
ポリエチレングリコール２００００　　　　　　　　　　　　　　２．０
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
１，２－オクタンジオール　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
ビニルピロリドン・スチレン共重合体　　　　　　　　　　　　　０．５
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
クエン酸三ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
酢酸トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５．６５
　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０
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